
産業環境委員会報告資料 

令和２年１１月１２日 

報告事項件名 頁 

（１） 消費生活相談及び中小企業相談のリモート相談の実施について・・・・・・・ ２ 

（２） 雇用調整助成金活用促進事業及び緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）

融資の受付状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（３） 足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会の評価結果について・・・・・・・ ６ 

（４） 小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別枠）の申請

状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

（５） 「光の祭典２０２０」の実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

（産業経済部）
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和２年１１月１２日 

件  名 消費生活相談及び中小企業相談のリモート相談の実施について 

所管部課 産業経済部 産業政策課消費者センター、企業経営支援課 

内  容 

コロナ禍での新たな相談手法として、産業経済部で実施する消費生活相談及

び中小企業相談業務について、オンラインによるリモート相談を１２月１５日

から実施する。 

１ 導入スケジュール 

１１月初旬 
・ ＩＣＴ戦略推進担当課よりアカウント配付

・ 運用手順準備��

１１月中旬～ 

１２月上旬 

・ 試用期間

・ 区ホームページ掲載

・ あだち広報１２月１０日号掲載

１２月１１日 ・ リモート相談事前予約開始

１２月１５日 ・ リモート相談開始（本格稼働）

※ 両相談業務の個人情報保護審議会諮問は９月４日に承認済み

２ 内容 

消費生活相談 中小企業相談 

申込方法 事前予約制 

機械媒体及び台数 パソコン １台 

（新規購入 相談専用） 

ｉＰａｄ １台 

（既存利用を併用） 

映像アプリ Webex Meetings 

問 題 点 

今後の方針 

今後、リモート相談の希望者数が多い場合は、相談時間枠や利用方法（消費

生活相談）、アカウント数及び台数・容量増（中小企業相談）を検討していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和２年１１月１２日 

件  名 
雇用調整助成金活用促進事業及び緊急経営資金（新型コロナウイルス対策

資金）融資の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

足立区で５月から実施している社会保険労務士による雇用調整助成金申請

に係る事務手数料助成（雇用調整助成金活用促進事業）の受付状況並びに新

型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行状況

の令和２年１０月末までの実績について、以下のとおり報告する。

１ 雇用調整助成金活用促進事業受付状況 

月 助成決定件数 助成決定額（千円） 

１０月 ６８件 ５,９１７千円 

９月 ５７件 ５,０９０千円 

８月 ３４件 ３,２２１千円 

７月 １２件 １,１２０千円 

６月 ６件 ５２３千円

５月 ０件 ０千円 

計 １７７件 １５,８７１千円 

国の雇用調整助成金の申請件数が単価変更や申請簡略化などの影響によ

り、２倍以上の急激な伸びを見せており、その増加に比例し、８月以降、

区の助成事業の申請件数も急増している。また、国の特例措置が３か月間

延長されたこともあり、区への助成申請件数もしばらく高い水準で推移す

ることが見込まれる。 
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２ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ

ネット４号

セーフティ

ネット５号
危機関連保証 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

計 ４,８９４件 ３，９０９件 ７３８件 ６５０件 

  緊急経営資金は減少傾向である。同様の貸付制度を実施している他区

も減少傾向が見られており、企業の資金繰りに関しては一巡した感があ

る。一方、初めて融資を利用する方の対応が見られるようになった。 

※ セーフティネット保証とは

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった

中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で

保証を行うもの。市区町村が認定する。

・ ４号 自然災害等の突発的災害。全都道府県を指定。売上２０％減、 

保証協会１００％保証。

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種。売上５％減、保証協

会８０％保証。

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ

いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の

減少がみられる中小企業者を支援するための措置。セーフティネ

ット保証との併用可能。売上１５％減、保証協会１００％保証。 
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３ 融資実行件数等 

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

９月 ３９０件 ２，７１０，４００千円 ７１,０１３千円 

８月 ４８７件 ３，３４８，４００千円 ８５,７８３千円 

７月 ６２４件 ４，２３９，７００千円 １１６,４１６千円 

６月 ８０８件 ５，３１５，８８０千円 １４１,８６７千円 

５月 ８８２件 ６，１００，６００千円 １５７,７５２千円 

４月 ６８３件 ４，８７７，２００千円 １３０,００９千円 

３月 ２４件 １８５，５００千円 ４,８３５千円 

計 ４,１９３件 ２８,５５０,１８０千円 ７５１,７８５千円 

問 題 点 

今後の方針 

雇用調整助成金活用促進事業は、申請数が急増しており、さらに国の特例措

置期間延長に伴い、引き続き高水準での申請数が見込まれるため、早急に予算

措置が必要である。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和２年１１月１２日 

件  名 足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会の評価結果について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

足立区勤労福祉会館条例第１８条に基づき、足立区勤労福祉会館指定

管理者評価委員会（以下「評価委員会」という）による評価を行ったの

で、報告する。 

 

１ 主な業務内容 

（１）維持管理業務 

館内の美化、備品の管理、防火管理、安全確保等 

（２）運営管理業務 

会館の利用案内、使用料等の収納、貸し出し管理等 

 

２ 指定管理者 

  株式会社エム・ワイ・カンパニー（代表取締役 吉田 誠） 

 

３ 指定管理料 

  平成３１年度 ３６，３８２，０９５円（税込） 

 

４ 評価対象期間 

  平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

５ 評価委員会開催日 

  令和２年７月２７日～令和２年９月２日の間（書面の送受による実施） 
 

６ 評価委員会委員構成（計６名） 

種 別 氏 名 推 薦 団 体 

学識経験者 

（有識者を含む） 

川端 薫【委員長】 
東京都社会保険労務士会

足立荒川支部 

立田 彰 東京税理士会足立支部 

関係団体構成員 
金井 文隆 東京商工会議所足立支部 

小泉 博 東京地下鉄株式会社 

区職員 

上遠野 葉子 
こども支援センターげん

き所長 

杉岡 淳子 障がい福祉推進室長 

 



7 
 

７ 評価方法 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、合議によらず、書面の送

受による提出資料の確認および指定管理者への質疑により実施した。 

〈提出資料〉 

（１）基本協定書      （１１）苦情・要望対応資料 

（２）年度協定書及び仕様書 （１２）利用者満足度資料 

（３）平成３１年度事業計画書（１３）平成３１年度会館利用状況表 

（４）平成３１年度版事業概要（１４）接客力向上資料 

（５）管理運営資料     （１５）経営状況調査表 

（６）安全確保資料     （１６）指定管理者評価シート 

（７）法令遵守資料     （１７）勤労福祉会館条例、施行規則 

（８）労務管理資料     （１８）勤労福祉会館運営基準 

（９）財務運営資料     （１９）評価委員会運営要綱 

（１０）事業の取組資料 

 

８ 評価結果 

  ６０点満点中５０点 得点率８３．３％ 総合評価 Ａ（７段階中６） 

※ 詳細は別紙１「指定管理者評価シート」のとおり 

（評価項目及び評価基準は、別紙２「評価基準表」参照） 

 

９ 委員会での主な意見と対応等 

（１）主な意見 

日頃の点検等により施設、設備が適切に維持管理できていた点

や、区の３０分ルールを遵守し、迅速に所管課への報告ができてい

た点は評価できる。各種規定が設置され、多様な研修が実施されて

いるが、内容について、スタッフの理解度の確認がなされていない

ように見受けられた。 

（２）対応策  

研修後のアンケート実施やスタッフから直接意見を聴取すること

により、スタッフ個々の理解度を正確に把握し、研修内容の更なる

充実や規定の見直しに反映させていく。 

 

１０ 評価結果の公表 

   足立区ホームページにて、令和２年１１月下旬掲載予定。 

 

問 題 点 

今後の方針 

 課題や改善点など、評価結果を管理運営業務に活かすとともに、今後

も評価委員会の適切な運営に努めていく。 

 



足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート
別紙１

大項目 中項目

4 4

4 4

5 5

5 5

（５点満点）

指定管理者 担当課 評価委員会

4 4

5 5

4 4

5 5
（５点満点）

4 4

5 5

5 5

5 5

5 5
（５点満点）

適切な人員配置
◆管理責任者（職務代行者含む）が常時配置されている
◆業務に必要な人数が確保されている
◆AED操作、救命講習受講の職員の配置等

防犯への配慮
◆館内外の巡回、異常等の記録及び報告
◆鍵の管理の徹底（マニュアルの適宜見直し含む）

施設の清掃の実施
◆建物清掃（毎日）定期清掃（年3回）ガラス清掃（年3
回）じゅうたん清掃（年2回）特別清掃（年1回）
◆館内殺虫消毒、防鼠作業（年2回）

利用記録等各種情報の管理
◆保管場所の施錠
◆保存年限が過ぎた書類の適切な破棄

個人情報事故への対応
◆個人情報の漏洩や個人データ紛失事故等の有無

公契約条例の遵守（適用施設は必須）
◆労働者に対して労働報酬下限額以上の賃金等が支払わ
れているか、また、台帳の整備がされているか

法
令
等
の
遵
守
（

※
倫
理
性
も
含
む
）

4.0

確認項目 評価点

適
切
な
管
理
運
営
の
履
行

基本協定や年度協定、事業計画に沿って適切に管理運営されているか 指定管理者 担当課 評価委員会

施設の管理運営体制
◆ｽﾀｯﾌの連携・協力体制
◆区との報告・連絡・相談による協働等（定例会毎月）

担当課 評価委員会

個人情報保護の取組
◆内部規定の策定
◆研修の実施

各種法令等の遵守
◆研修の実施

安
全
性
の
確
保

施設の安全性は確保されているか

施設・設備の安全性の確保
◆設備等の破損・経年劣化への対応（適切な修繕等）

防災への配慮
◆防火管理者を配置し、防火管理計画を策定している
◆火災、地震等を想定した防災訓練の実施

個人情報保護、公契約条例等は遵守されているか 指定管理者

施設・設備の保全（各種保守点検）の実施
◆エレベーター、自動ドア、空調設備点検
自家用電気工作物点検、電気点検（毎月）

水準を下回る：２点　水準を大きく下回る：１点　

        【評価点】水準を大きく上回る：５点　水準を上回る：４点　水準どおり：３点　

【評価対象年度】　　令和元年度年度：　平成３１年４月１日 ～ 令和２年３月３１日

事故への対応
◆緊急連絡網が作成されている
◆マニュアルが策定され、職員に周知されている

管
理
運
営
状
況

4.5

4.5
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足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート
別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

5 5

5 5

5 4

3 3
（５点満点）

5 5

5 5

5 5

5 5
（５点満点）

4 4

4 3

5 5

5 5
（５点満点）

事
業
効
果

外部者によるチェック体制の構築
◆定期的に公認会計士等、外部者によるチェックを受け
ている。

健康・安全衛生管理、各種保険制度
◆ｽﾀｯﾌの健康診断、安全衛生の確保
◆年金、雇用保険等が整備されているか

執務環境の整備等
◆快適な職場となるよう管理されているか
◆ワークライフバランスの推進

適
切
な
労
務
管
理

労務環境が整備され適切に管理運営されているか 指定管理者

経理・現金に関する書類等の管理
◆帳簿、領収書等が整理保存されている

担当課

労働契約の整備等
◆契約内容は適切で不備等はないか
◆労働条件の書面での明示

労働条件等の適用
◆労働時間、休憩・休暇、勤務シフト等の適正な運用
◆服務規律は適切か

経理を担当する常勤の職員
◆出納係または経理責任者等の配置

指定管理者 担当課 評価委員会

事業の企画、実施、成果
◆自主事業の実施及び成果
◆新規事業実施や既存事業の改善に取り組んでいるか

適
切
な
財
務
・
財
産
管
理

適切な財務運営・財産管理が行われているか 指定管理者 担当課

利用促進への取組（広報、ＰＲ等）
◆ホームページの充実
◆地域への案内及びチラシの配布等周知

地域特性に配慮した取組
◆近隣施設・商店街等との連携及び成果
◆地域住民との連携

環境配慮への取組
◆エコ対策の実施及び成果

管
理
運
営
状
況

事
業
の
取
組

事業計画どおりのサービスが提供されているか

経理処理
◆経理の明確な区分
◆帳簿、関係書類による経理状況の明確化

4.0

4.8

4.0

評価委員会

評価委員会
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足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート
別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

5 5

5 5

5 5
（５点満点）

8 8

10 10

10 10

8 8
（１０点満点）

4 4

4 3

4 4
（５点満点）

事
業
効
果

担当課 評価委員会

要望苦情の受付体制
◆意見箱の設置
◆利用者からの要望を積極的に聴取しているか

利用者からの要望・苦情に対して適切に対応しているか 指定管理者

8.3

利
用
者
の
満
足
度
（

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

等
に
よ
る
）

利用者の満足を得られているのか　係数×２ 指定管理者 担当課 評価委員会

施設の快適さ
◆利用者の満足度
◆施設の清潔さ、案内サインの充実

接客の満足度
◆窓口対応や挨拶、利用者への声かけ
◆清潔な身だしなみ

3.7
利
用
の
状
況

施設が有効に利用されているか 指定管理者 担当課 評価委員会

施設利用状況（環境の変化など外部要因を考慮）
◆利用件数
◆利用率

施設利用状況の分析
◆聞き取りやアンケート等により利用者、団体の傾向を
的確に把握しているか

施設利用増への取り組み
◆利用向上に向けた具体的な取り組みがなされているか

職員の対応
◆施設の利用方法や貸出物品の使用方法の説明のわかり
やすさ

貸出物品の周知と運用
◆利用者向けの案内が作成され周知されているか
◆運用マニュアルが策定され、適切に運用されているか

苦
情
要
望
等
へ
の
対
応

要望・苦情の対応
◆対応方法が明確になっているか
◆適切な対応を取れているか

要望・苦情の対応結果公表
◆掲示板等での要望・苦情の対応結果が公表されている
か

4.8
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足立区勤労福祉会館指定管理者業務評価シート
別紙１

大項目 中項目 確認項目 評価点

10 10

8 8

8 8
（１０点満点）

そ
の
他

接
客
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

接客サービス向上への取組が実施されているか　係数×２ 指定管理者 担当課 評価委員会

人材育成への取り組み
◆各種研修の実施

業務改善の取り組み
◆利用者の要望を業務に反映させているか
◆各種業務について定期的に見直し、改善しているか

職員への情報共有
◆伝達事項を職員に共有する体制が構築されているか
◆困難事例等の共有や事例検討がなされているか

8.0

ﾗﾝｸﾀﾞｳﾝ

Ａ

合　　計　　点 ２０５点
満点225点

２０２点
満点225点

５０.６点
満点60点

無５０　点

※「A」は満点の0.75倍以上（小数点以下切上）、「C」は満点の0.54倍以下（小数点以下切捨）とする。

評価委員会
総合評価意見

　施設、設備が老朽化する中、日頃の点検やメンテナンスにより適切な安全管理ができてい
た。また、区の３０分ルールを遵守し、所管課に対し軽微なことでも迅速に報告できていたこ
とは評価できる。
　個人情報、接客、事故対応等多岐にわたってマニュアルが作成され、年度を通じて研修や訓
練も実施されている。今後はアンケートや聞き取りによってスタッフの理解度を確認し、見直
しを行うことで、スタッフの更なるスキル向上や利用者満足度の向上につなげてほしい。
　利用者アンケート等の分析により、ターゲットを絞った周知を行っていることは評価でき
る。利用率が前年度より低下していることを考えると、新規利用者獲得につながる周知や既存
の利用団体との連携等、具体策を早急に講じていくべきである。
　新型コロナウイルスの影響が出て以降、施設の管理運営にも変化が求められている。休館時
の利用者への説明、対応等はしっかりできていたが、今後は安全面、衛生面において、新しい
日常に合った施設管理を行い、多くの人が安心して利用できる施設にしてほしい。

評価委員会
評価結果

得点 総合評価

Ａ
※得点は評価委員会の各項目の平均点（小数点第二位を四捨五入）の合計。

※合計後、小数点以下は切り捨て、整数とする。

※「標準点」･･･評価項目が全て「３」（水準クリア）の評価を受けた場合の得点。

⇒ ⇒

評価

54％以下
Ａ＋ Ａ Ａ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ

90％以上 ～ 83％以下 67％以上 ～ 59％以下 54％以下

評点 評価基準

　54点以上
50点以上
53点以下

45点以上
49点以下

40点以上
44点以下

36点以上
40点以下

33点以上
35点以下

32点以下

得点率

満点 標準点
75％以上 ～

60点 36点

<評価委員会評価基準>
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別紙２
足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会　評価基準表

水準を大きく
上回る

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
水準を大きく

下回る
５点 ４点 ３点 ２点 １点

(1)基本協定・年度
協定や事業計画に
沿って適切に管理
運営されているか

×１
(5点)

各種協定や事業計画
に基づく管理運営業
務が確実かつ適切に
行われており、従業
員の専門性も非常に
高い。

各種協定や事業計画
に基づく管理運営業
務が適切に行われて
おり、従業員の専門
性も高い。

各種協定や事業計画
に基づく管理運営業
務が一通り行われて
おり、従業員体制も
妥当に整備されてい
る。

各種協定や事業計画
に基づく管理運営業
務及び管理運営が不
十分であり、従業員
体制も問題がある。

各種協定や事業計画
に基づく管理運営業
務及び管理運営に問
題があり、従業員体
制も大幅な改善が必
要である。

(2)施設の安全性は
確保されているか

×１
(5点)

施設の安全点検が徹
底され、犯罪や災害
等不測の事態が生じ
た際にも、迅速かつ
適切に対応できる体
制が整備されてい
る。

施設の安全点検をは
じめ、防犯や防災へ
の配慮が適切に行わ
れており、利用者が
安心して利用できる
環境にある。

施設の安全点検をは
じめ、防犯や防災へ
の配慮が一通り行わ
れており、施設利用
に支障がない環境に
ある。

施設の安全点検、防
犯や防災への配慮が
不十分であり、利用
者が安心して利用で
きる環境づくりに欠
けている。

施設の安全点検、防
犯や防災への配慮に
問題があり、利用者
が安心して利用でき
る環境づくりに向け
て、大幅な改善が必
要である。

(3)個人情報保護、
公契約条例等は遵
守されているか

×１
(5点)

個人情報の保護や各
種法令の遵守が徹底
される体制が整備さ
れ、従業員への教育
や研修など、高次な
取組みで万全を期し
ている。

個人情報の保護や各
種法令が遵守されて
おり、従業員への教
育や研修も適切に行
われている。

個人情報の保護や各
種法令が遵守されて
おり、従業員への教
育や研修も一通り行
われている。

従業員に対する個人
情報の保護や各種法
令が遵守に対する意
識づけが不十分であ
り、問題が発生する
不安がある。

従業員に対する個人
情報の保護や各種法
令が遵守に対する意
識が低く、改善が必
要である。

(4)労務環境が整備
され適切に管理運
営されているか

×１
(5点)

労働条件・契約内容
が細部まで整備さ
れ、執務環境を含む
労働環境も徹底して
高い水準で維持され
ている。

労働条件・契約内容
が細部まで整備さ
れ、執務環境を含む
労働環境が適切に維
持されている。

労働条件・契約内容
が適切に整備され、
執務環境を含む労働
環境が一通り維持さ
れている。

労働条件・契約内容
が整備されておら
ず、執務環境を含む
労働環境が不十分で
ある。

労働条件・契約内容
が整備されておら
ず、執務環境を含む
労働環境の大幅な改
善が必要である。

評価項目

評　価　内　容　及　び　評　価　点
配点
係数
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別紙２足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会　評価基準表

水準を大きく
上回る

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
水準を大きく

下回る
５点 ４点 ３点 ２点 １点

評価項目

評　価　内　容　及　び　評　価　点
配点
係数

(5)適切な財務運
営・財産管理が行
われているか

×１
(5点)

会計帳簿や関連書類
で収支が容易に把握
できる状態にあり、
管理体制も徹底され
ている。

会計帳簿や関連書類
で収支が容易に把握
できる状態にあり、
管理状況も適切であ
る。

会計帳簿や関連書類
が一通り整理されて
おり、管理体制も概
ね問題ない状態であ
る。

会計帳簿や関連書類
で収支が正確に把握
できておらず、管理
体制にも不備がみら
れる。

会計帳簿や関連書類
で収支が把握できて
おらず、管理体制に
も問題があり、大幅
な改善が必要であ
る。

(6)事業計画どおり
のサービスが提供
されているか

×１
(5点)

新たな自主事業が計
画に沿って実施され
ており、サービス向
上や利用促進、地域
特性に配慮した取組
においても特段の努
力が見られる。

自主事業が計画に
沿って実施されてお
り、かつサービス向
上や利用促進や地域
特性に配慮した取組
の工夫を行ってい
る。

自主事業が計画に
沿って実施されてお
り、かつサービス向
上や利用促進や、地
域特性に配慮した取
組が行なわれてい
る。

自主事業が計画に
沿って実施されてお
らず、サービス向上
や利用促進の取組み
も十分に行われてい
ない。

自主事業が計画に
沿って実施されてお
らず、サービス向上
や利用促進の取組み
も大幅な改善が必要
である。

(7)利用者からの要
望・苦情に対して
適切に対応してい
るか

×１
(5点)

要望・苦情を積極的
に受付けており、そ
の対応や結果公表が
適切かつ迅速に行わ
れている。

要望・苦情の受付体
制が確立されてお
り、その対応や結果
公表が適切に行われ
ている。

要望・苦情の受付体
制が確立されてお
り、その対応や結果
公表が一通り行われ
ている。

要望・苦情の受付体
制に課題があり、そ
の対応や結果公表が
不十分である。

要望・苦情の受付体
制に大きな問題があ
り、その対応や結果
公表に大幅な改善が
必要である。

(8)利用者の満足を
得られているか

×２
(5点)

利用者の満足度や施
設の清掃状況、職員
の接客について、非
常に高い評価を受け
ている。

利用者の満足度や施
設の清掃状況、職員
の接客について、高
い評価を受けてい
る。

利用者の満足度や施
設の清掃状況、職員
の接客について、一
定の評価を受けてい
る。

利用者の満足度や施
設の清掃状況、職員
の接客について、低
い評価を受けてい
る。

利用者の満足度や施
設の清掃状況、職員
の接客について、非
常に低い評価を受け
ている。
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別紙２足立区勤労福祉会館指定管理者評価委員会　評価基準表

水準を大きく
上回る

水準を上回る 水準どおり 水準を下回る
水準を大きく

下回る
５点 ４点 ３点 ２点 １点

評価項目

評　価　内　容　及　び　評　価　点
配点
係数

(9)施設が有効に利
用されているか

×１
(5点)

利用件数、利用率が
目標を上回り、利用
増に向けた取組の成
果があらわれてい
る。

利用率が目標を概ね
達成されており、利
用増に向けた取組も
積極的に行われてい
る。

利用率が維持されて
おり、適切なサービ
ス等により施設が有
効に活用されてい
る。

利用率が目標を下
回っており、利用増
に向けた取組が不十
分である。

利用率が目標を大き
く下回り、利用増に
向けた取組に大幅な
改善が必要である。

(10)接客サービス
向上への取組が実
施されているか

×２
(5点)

職員に対する研修が
計画的かつ効果的に
実施され、接客力の
向上や業務改善に格
段の進歩が見られ
る。

職員に対する研修が
計画的に実施され、
接客力の向上や業務
改善が図られてい
る。

職員に対する研修が
実施され、接客力の
向上や業務改善が図
られている。

職員に対する研修が
不足しており、接客
力の向上や業務改善
の取組みが不十分で
ある。

職員に対する研修に
問題があり、接客力
の向上や業務改善の
取組みに大きな改善
が必要である。

※評価シート　「ランクダウン」の項目について
指定管理者から報告があった事故等に対して、所管課は必要と判断したものについては、「業務評価シート【特記事項】詳細」を作成し、評
価委員会へ提出する。
悪質な事故等の場合、評価委員会の判断により、総合評価をワンランク下げるなどの対応を取る。
各委員の採点を集計し、得点率による判定結果を出した後、その結果からランクダウンするかどうかは委員会での話し合いにより決定する。
例）判定結果　Ａ⁺→Ｂ⁺　　判定結果Ｂ⁺→Ｃ　など
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和２年１１月１２日 

件  名 
小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特 

別枠）の申請状況について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別

枠）（※）の申請状況について報告する。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策に要した経費を対象 

上限補助金額：２０万円（補助率４／５） 

 

  

１ 小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応 

特別枠）申請件数等 

 総計 （内訳） 

申請件数 1,991件 5月：73件    6月：432件  

7月：360件   8月：396件 

9月：400件  10月：330件 

交付決定 

件数 

1,728件 5月：38件   6月：345件  

7月：323件   8月：327件 

9月：366件   10月：329件 

交付決定 

金額 

283,394千円 5月：6,043千円  6月：53,997千円 

7月：52,149千円 8月：54,543千円 

9月：61,882千円 10月：54,780千円 

※ ５月については、５月１８日から５月３１日分までを計上 

２ 主な申請内容 

（１）パソコン 

   テレワークやＷＥＢ会議で使用するため 

（２）感染防止用品（消毒液、空気清浄機等） 

   従業員や顧客への感染拡大防止のため 

３ 追加補正（令和２年１０月２０日 １０号補正）及び要件緩和に

ついて 

（１）４億１千万円の増額補正（２０万円×２，０５０件） 

（２）申請受付末日の延長 

  ※「令和２年１２月１日まで」から「令和３年３月１日まで」に変更 

（３）令和２年３月までに創業した事業者について、起業後１年間経

過せずに申請可能とする制度の緩和 

４ アンケートの追加実施 

当補助金の申請企業に対し、新型コロナウイルスの影響度調査を

開始した。 

問 題 点  

今後の方針 

今後も申請に関する問合せについては丁寧に対応し、申請書類の内

容を確認のうえ、速やかに支払い等の手続きを進めていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和２年１１月１２日 

件  名 「光の祭典２０２０」の実施について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

１ 目 的 

（１）竹ノ塚駅周辺及び竹の塚けやき大通りのイルミネーション実施に

より、不特定多数の集客で密になりやすい状況を避けながらも、竹

ノ塚駅利用者を地元商店街等へ誘導して消費活性化を図る。

（２）光の祭典に関連したデジタルコンテンツを作成し、光の祭典の新

たな楽しみ方を提供する。 

２ 主 催 

一般財団法人足立区観光交流協会・足立区 

３ 実施内容 

（１）イルミネーション

ア 会場

（ア）東武スカイツリーライン竹ノ塚駅周辺

（イ）東武スカイツリーライン竹ノ塚駅と国道４号線竹の塚交差点

を繋ぐ、「竹の塚けやき大通り」約１ｋｍの街路樹 

イ 期間及び点灯時間

（ア）期間

令和２年１２月５日（土）～令和３年１月１１日（月・祝）

（イ）点灯時間

午後５時から午後１０時まで

ウ 委託事業者

（ア）株式会社 泰正（中央区京橋２‐４‐１２）

（イ）代表取締役社長 正木 崇司

（ウ）主な事業 イルミネーション事業（国営公園や商業施設など

で企画、施工、販売を実施）など 

※ 平成３０年度プロポーザルで事業者選定

（２）【新規】「デジタル・イルミネーション光の祭典２０２０」

ア 『ＣＧ版光の祭典に行ってみた！』

（ア）利用可能期間

令和２年１２月４日（金）に開始。※ 終了日は特に設けない。

（イ）内容

昨年の「光の祭典」の動画にＣＧ加工を施したオリジナル動画

を配信する。 
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イ 『ＡＲ版光の祭典を撮ってみた！』

（ア）利用可能期間 

令和２年１２月４日（金）～令和３年２月２８日（日） 

（イ）内容 

ＡＲ（※）で作成したイルミネーションオブジェを利用者の

スマートフォン等に表示し、一緒に写真撮影ができるコンテン

ツを提供する。現れるオブジェは全８種類で、出現確率が低い

レアオブジェも設定予定。【別添資料１】

※ ＡＲとは「Augmented Reality」の略で、一般的に「拡張

現実」と訳される。実在する風景にバーチャルの視覚情報を

重ねて表示する。 

ウ 委託事業者

（ア）クレヨンピクチャーズ株式会社（台東区台東２－３１－７）

（イ）代表取締役社長 小林 竜也

（ウ）主な事業 ３Ｄプロジェクションマッピングなどを使った

イベントプロモーション及びＣＧ、ＷＥＢ、グラフィックデザ

インなど

※ 指名競争入札により選定

エ その他

ＡＲオブジェと撮影した写真画像を応募することで景品が当た

るプレゼント企画を実施する。景品は全３コース（図書カードや

友好自治体特産品等）を用意し、抽選で約１００名の当選を予定

している。 

４ その他 

環境への配慮として、全ての電飾にＬＥＤを使用する。また、グリ

ーン電力の購入を予定している。 

５ 連携イベント 

イルミネーションサンアヤセ（サンアヤセ商店街振興組合主催）については、

例年通り実施していた公園でのイベントは中止する。（担当 産業振興課） 

問 題 点 

今後の方針 
区内小・中学校等にデジタルコンテンツ利用ＰＲのチラシを配布

し、広く周知する。 
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